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【研究要旨】 

I.医療的ケア児数と資源調査（奈倉道明、田村正徳） 

 

 I-1「医療的ケア児の定義」 

医療的ケアは学校、特別養護老人ホーム、在宅などにおいて非医療職によって日常的に行われている医行為を

指すが、法的に定義されたものではない。非医療職による医行為に関する厚生労働省の法令通知を検索すると、

平成15年から段階的に、在宅におけるALS患者、非ALS患者、特別支援学校、特別養護老人ホームでの医行

為が追認され、平成 24 年度における喀痰吸引等研修制度及び介護福祉士養成施設の教育カリキュラム改正によ

って非医療者による医療的ケアの制度が整備された。医療的ケアの中には、少なくとも「喀痰吸引等」は含まれ
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る。医療的ケアを定義するにあたり、医療的ケアと診療報酬における在宅療養指導管理との対応を考察し、4 つ

の定義を提案した。第１の定義は在宅療養指導管理の対象となる全ての医行為であり、第2の定義は日常的に他

者により実施される医行為もしくは見守りを必要とする医行為、第3の定義は文部科学省の調査の対象となる医

行為、第4の定義は喀痰吸引等に該当する医行為である。 
 I-2. 「全国の医療的ケア児数のシミュレーション」 

医療的ケア児の４つの定義に基づき、社会医療診療行為別調査のデータから６種類の医療的ケア児数を算出し

た。医療的ケア児の年齢層は0～19歳に設定した。 
第１定義①（全ての在宅療養指導管理料を含める場合）：           42,829人 
第１定義②（在宅自己注射のうちCSIIと頻回血糖測定のみを含める場合）：  35,303人 
第１定義③（在宅自己注射を除く指導管理料を含める場合）：        17,078人 
第２定義（他者による日常的な医行為を施される場合）：          17,871人  
第３定義（文部科学省の調査の基準に準ずる場合）：            16,243人 
第４定義（喀痰吸引等に医行為を限定する場合）：              8,227人  
I-3. 「厚生労働省データと文部科学省データの比較」 

前述の診療報酬に基づいて算出された医療的ケア児数を厚労省データと呼ぶこととした。一方で、文部科学省

による特別支援学校等を対象とした調査で医療的ケア児数が得られており、これを文科省データと呼ぶこととし

た。文科省データから、全国の7～18歳の医療的ケア児数は9194人前後と考えるのが妥当と考えた。厚労省デ

ータによる6種類の医療的ケア児数の中で文科省データと最も整合性が取れていたのは、定義１③「在宅自己注

射指導管理料を除く全ての在宅療養指導管理料の算定件数を合計する方法」（7～18歳では推計8801人）であっ

た。よって、この方法をもって医療的ケア児数の算出方法とする。 
 I-4. 医療的ケア児数の妥当性と年次推移」 

しかし、在宅療養指導管理料の算定件数を合計する方法で医療的ケア児数とするには、以下の3点に留意す

る必要があった。（１）同一の患者で複数の診療報酬項目が算定されるダブルカウント、（２）同一の患者で複

数の医療機関から異なる診療報酬項目が算定されるとダブルカウント、（３）5月の診療報酬算定件数がその年

の代表値とすることの妥当性。研究の結果、（１）の問題は回避でき、（２）は数が少なく問題にならないこと

が判明した。（３）については、NDBデータ（17043）と当該医療的ケア児数（17209）とがよく一致しており、

当該方法が妥当であると言えた。以上より、平成27年度の医療的ケア児数は17209、人工呼吸器患者数は3069

となる。平成17～27年の11年間の医療的ケア児数を算出すると、増加傾向にあることが分かる。医療的ケア

児数は平成27年の全国平均で人口1万人あたり1.35、0～19歳人口1万人あたり7.82と計算される。これら

をもとに、地方自治体は医療的ケア児数を把握することができる。 

 I-5. 「埼玉県小児在宅医療ニーズ調査における医療的ケア児の実像分析」 

 埼玉県で平成26～27年度に実施した小児在宅医療患者ニーズ調査の結果を解析した。当該調査は、埼玉県保

健医療部医療整備課から埼玉県内で小児科の標榜のある病院に調査票を配布し、医療的ケアに関連する在宅療

養指導管理料を算定する小児の人数を答えてもらった。これを県で集計したのち、それぞれの病院から、該当

する患者に対して生活実態を把握するニーズ調査票を配布して頂いた。対象患者は702名で、408名（56％）か

ら回答を得た。その内容を解析すると、医療的ケア児の6割が重症心身障害児に相当し、その群のうちほとん

どが経管栄養を必要とし、4割が人工呼吸器・気管切開を利用していた。知的障害は軽度だが身体障害が重い群

も同様の傾向にあった。身体障害が軽度な群では、知的障害が重度なほど経管栄養に依存していた反面、知的

障害と人工呼吸器・気管切開・在宅酸素との間に関連はなかった。 

今後、都道府県で医療的ケア児の実数を把握するためには、以下のプロセスが必要になる。 

① 平成27年度の医療的ケア児数は人口1万人あたり1.35であることから、都道府県は自圏域の医療的ケア

児数の規模感を推計する。 

－ 2 －



平成 28 年度 医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究 
 

 

② 次に、圏域内の医療機関に対して実数把握のための一次調査を行う。対象となる医療機関は小児科の標榜

のある病院及び在宅療養支援診療所であり、調査内容は0～19歳の在宅療養指導管理料の算定者リストであ

る。これにより、都道府県内の医療的ケア児の全体数を把握することができる。 

③ そして、都道府県もしくはそれぞれの医療機関から、患者に対して医療的ケアの内容や障害の区分と重症

度を把握するための二次調査を行う。 

 この方法の問題点は、都道府県外の医療機関を受診する「流出患者」の把握ができないことである。これを

解決するためには、全国の都道府県で同時に一次調査を行い、その際に患者住所地もデータ化し、流出患者の

情報を近隣の都道府県に提供することにより、把握可能となる。また、患者に対する質問では重症児スコアを

正確に評価することができない。このため、非医療者でも医療的ケアの程度を評価できる新しい指標を考案す

る必要がある。 

 I-6 「都道府県・政令指定都市における医療的ケア児数把握調査の実態分析」 

医療的ケア児数を把握する試みが全国でどの程度なされているかを知るため、平成28年10月に、全国47都

道府県の在宅医療担当部署及び障害児福祉担当部署に対してアンケート調査を実施した。質問内容は、医療的

ケア児数を把握する調査を行ったことがあるか否かであった。その結果、調査実績のある都道府県は21（うち

医療担当部署15、福祉等の担当部署7）であった（大阪府は2部署で実施）。医療担当部署が実施した都道府県

は、平成25～26年度小児等在宅医療連携拠点事業を実施した9都県（群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、長

野県、三重県、岡山県、福岡県、長崎県）＋栃木県、新潟県、岐阜県、京都府、大阪府、山口県の15都府県で

あった。福祉等担当部署が実施した地域は、北海道、岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、高知県、鹿児島県の6

県であった。これら調査実績のある21都道府県に対し、調査方法やその問題点などを尋ねる二次調査を実施し

たところ、19道府県から回答を得た。また、22政令指定都市に対しても同様の調査を行い、３都市（新潟市、

静岡市、浜松市）に調査実績があることが判明した。今後、これらの詳細な解析を行う予定である。ただ、地

域によってデータの開示の程度に差があり、全てを一律に公開するわけにはいかない制約がある。 

 

II. 都道府県における医療・福祉・保健・教育等の連携体制のあり方に関する調査と研究（前田浩利） 

本研究は、都道府県における医療・福祉・保健・教育等の連携体制のあり方に関する調査と研究を目的と

する。医療的ケア児は、24 時間医療が必要なために、医療と福祉、教育の地域での連携が必須であるが、

我が国はまだその連携の仕組みについて制度的に未整備である。医療的ケア児が急速に増加している今、

医療がベースとなる医療・福祉・教育の連携の在り方について我が国の現状にマッチしたシステムを検討・

開発することの意義は大きく、それは病院のみに限定されていた医療を地域化、生活化していくことに他

ならず、小児でも地域包括ケアの推進という形で病院と地域の連携システムを構築する必要がある。医療

的ケア児を支えるための地域包括ケアシステム、具体的には病院から地域への移行、医療的ケア児の障害

とそれに対して必要な支援の評価と運用、人材育成のシステムについて、28 年度は医療・福祉・保健・教

育などの連携体制のモデル構築を千葉県松戸市と東京都世田谷区で開始した。また、全国の在宅療養支援

診療所対象にアンケート調査を行ったところ、8年前に比較すると、小児在宅医療を実施している在宅療養

支援診療所が約 3 倍に増加していた。その一方で関心を持っているが実践出来ないという在宅療養支援診

療所も数多くみられたので実践するために必要な条件を分析した。その結果、医療的ケア児を支える連携

体制の構築のためには、行政も縦割りを超えると同時に、県、市区町村まで含めた連携を行う必要があり、

担当者の意識改革が必須であると同時に従来になかった医師と行政の連携、協働も必須となることがわか

った。 

 

III. 相談支援専門員のスーパーバイザーに関する研究(谷口由紀子, 大塚晃, 福岡寿) 

本研究では、地域の実情に応じた医療的ケア児等への相談支援体制の構築のため、各都道府県で必要な支援
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体制の構成要素、スーパーバイザーの機能の明確化及び研修プログラム骨子案の作成を目的とする。、 

 スーパーバイザーへの支援体制の要素及び、スーパーバイザーの機能の抽出を目的に、小児在宅 

医療連携拠点事業を受託した3県の自治体と拠点事業を受託していない自治体2県に対し、アンケート、

インタビューを実施し、専門者会議で議論した。結果スーパーバイザーは、アドバイズ、コンサルテーショ

ン 2 つの機能を有する必要があること、アドバイス、コンサルテーション機能では配置が期待される場所

が異なることがわかった。また、機能するために必要な環境の要素は双方とも、行政の後方支援、立場の保

障や活動費の保障であった。 スーパーバイザーとして必要な能力は、行政と連携する力・地域診断力・事

業所を査定する力・チームを作り、議論を集約できる力・関わる人を元気づける力の6項目であった。これ

らの能力は、活動範囲は異なるがアドバイス機能を有するアドバイザー、コンサルテーション機能を有す

るコンサルタント双方の人材に必要な力であった。このことから次年度の研究では、スーパーバイザーに2

つの能力を高めるための研修を計画し、自治体等へ受講生募集の案内を予定する。 

 

IV. 重症心身障害児施設等における高度医療児の短期入所の実態と課題に関する研究（岩崎） 

1. 全国の小児科学会指導医のいる病院（以下小児科病院）525施設、全国の重症心身障害施設199施設、

肢体不自由児施設37施設を対象に、短期入所・入院受けいれの有無、施設の体制や運営状況、短期入所受

け入れの実態、医療的ケア児の受け入れの実態、またその課題、実施していない施設には、今後の実施予定

などについて調査を行った。 

2. 小児科病院では実施している施設が 42%で、43 施設で今後実施が予定されていた。療育施設では国立

病院機構施設で、84.3%、公法人立施設で95.4%とほとんどで実施されており、実施予定も4施設あった。 

3. 小児科病院では利用児実人数の9 割、療育施設でも3 割程度が準・超重症児(者)であり、在宅での重

度化がうかがえた。 

4. 小児科病院では、短期入所・短期入院の実施率には地域差があり、関東、近畿、九州沖縄で高かった。

また実施している施設では、約 8 割で小児科病棟での受け入れが多く、入院管理料、小児科医師数などと

の関連がみられた。 

5. 療育施設では超重症児、人工呼吸器の受け入れが増加していた。また看護体制が手厚い、小児科医が多

い、当直が自科でまかなえるなど、医療体制の基盤がしっかりしているところほど重度な利用児の受け入

れが多く、また地域での調整会議などの有無や財政援助なども受け入れの増加につながっていた。 

6. 短期入所実施の課題では、病院・療育施設に共通なものとして、急な相談への対応、日程調整、動く重

心児、状況把握、ケアの重度化などであった。 

7. 重症心身障害以外の高度医療的ケア児の受け入れには、動くことへのリスクや、入所している他児へ

の影響などが心配され、人の配置など新たな施策が望まれる。 

 

V. 訪問看護を利用している小児の実数調査(大田えりか) 

高度な医療的ケアが必要な小児の場合、在宅移行後に訪問看護を利用するケースが多いことから、訪問看

護事業所に小児の訪問看護利用者数と必要な医療的ケアの内容を調査し、医療的ケア児に必要な支援につ

いて示唆を得ることを目的として、アンケート調査を計画した。今後、訪問看護事業所にアンケート用紙を

配布し、回収されたアンケート内容を分析する予定である。 

 
 

A.  研究目的 

 気管切開や経管栄養等の医療的ケアに依存

しながら退院後も生活する小児のことを「医療

的ケア児」と呼ぶ。人工呼吸器を装着して NICU

から退院する医療的ケア児や、特別支援学校で

人工呼吸器装着している医療的ケア児は、平成

23 年以降急増している。こうした医療的ケア児

を地域において支援するための関係機関の連携
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の枠組みは現時点ではない。そもそも、ほとんど

の都道府県で、このような医療的ケア児の実数

は把握されておらず、それを支える地域資源も

また把握されていない。医療的ケア児に適切な

障害福祉サービスを提供するためには、地域に

おいて関係機関に支援を働きかけるコーディネ

ータ機能が必要であるが、コーディネータ機能

を担うべき相談支援専門員はその機能を十分に

担えていない。そのため、このような相談支援専

門員を支援し助言するようなスーパーバイザー

が必要になる。そこで本研究は、平成２４～２６

年度「重症心身障害児者の地域生活モデル事業」、

平成２７年度「重症心身障害児者支援体制モデ

ル事業」、平成 ２７年度厚生労働科学研究「重症

心身障害児者の支援者を育成するための研究」

の成果に基づき、①各都道府県で地域における

医療的ケア児数と地域の社会資源を把握し、②

都道府県における医療・福祉・保健・教育等の連

携を進めるための手引書を作成し、③医療的ケ

ア児を支援する関係機関の連携を推進するスー

パーバイザーを育成するための研修システムを

確立し、④重症児施設における医療的ケア児数

を把握するとともに地域で生活する医療的ケア

児に対する短期入所の新しい取り組みを提案す

ることが本研究の目的である。 

 

B．研究課題 

I.医療的ケア児数と資源調査（奈倉道明、田村正

徳） 

 I-1「医療的ケア児の定義」 

 I-2. 「全国の医療的ケア児数のシミュレーシ

ョン」 

 I-3. 「厚生労働省データと文部科学省データ

の比較」 

 I-4. 医療的ケア児数の妥当性と年次推移」 

  I-5. 「埼玉県小児在宅医療ニーズ調査にお

ける医療的ケア児の実像分析」 

  I-6 「都道府県・政令指定都市における医療

的ケア児数把握調査の実態分析」 

 

II. 都道府県における医療・福祉・保健・教育

等の連携体制のあり方に関する調査と研究（前

田浩利） 

III. 相談支援専門員のスーパーバイザーに関

する研究(谷口由紀子, 大塚晃, 福岡寿) 

IV. 重症心身障害児施設等における高度医療児

の短期入所の実態と課題に関する研究（岩崎） 

V. 訪問看護を利用している小児の実数調査(大

田えりか) 

 
C．研究方法 

 

I. 医療的ケア児数と資源調査 

 Ⅰ-1,2,3,4 医療的ケア児数を把握するため

に医療的ケアを定義しなければならない。この

ため、過去の法令や施策から数種類の医療的ケ

アの定義を作成し、それぞれの場合ついての医

療的ケア児数を算出した。算出にあたっては、医

療的ケア児の年齢層を 0～19 歳と定義し、平成

27 年度社会医療診療行為別調査のデータを使用

した。そしてこれらの複数の定義に基づいた医

療的ケア児数を厚労省データと呼び、これらの

うち文部科学省が行っている医療的ケア調査の

データ（文科省データ）と整合性が取れるものが

どれかを検討した。 

Ⅰ-5 また、平成 26～27 年度に埼玉県で実施

した小児在宅医療患者実数調査と患者ニーズ調

査のデータを活用し、医療的ケア児の障害区分

と医療的ケアの内容との関係について考察した。

そして、都道府県における医療的ケア児数把握

のための調査の最善の在り方について検討した。 

 Ⅰ-6 最後に、平成 26 年 10 月及び 27 年 1 月

に、全国の都道府県及び政令指定都市を対象に、

医療的ケア児数を把握する調査を実際に行った

ことがあるかについてアンケート調査を行った。 

 

II. 都道府県における医療・福祉・保健・教育

等の連携体制のあり方に関する調査と研究（前

田浩利） 

 世田谷区と松戸市をモデルとして医療・福祉・
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保健・教育などの連携体制の現状について、法制

度的観点と実際の地域現場における実情から調

査し、その問題点を抽出し、問題点を解決するた

めの方法論を検討し、実際の連携体制構築のモ

デル事業を開始した。全国の在宅療養診療所に

小児在宅への取り組み状況を調査し，９年前の

調査結果と比較検討した。29 年度には、試験的

実践を継続するとともに、その効果を評価検討

し、改善点を明確にし、研究の総括を行い、医

療・福祉・保健・教育等の連携体制のための手引

書を完成させる。 

 

III. 相談支援専門員のスーパーバイザーに関

する研究(谷口由紀子, 大塚晃, 福岡寿) 

28 年度には、医療連携拠点事業を受託した 3県

の自治体と拠点事業を受託していない自治体 2

県に対し、アンケート、インタビューを実施し、

専門者会議で議論して、各都道府県の連携状況

の把握のための評価項目、求められる人材像の

明確化及びプログラムの骨子案を作成中である。

29 年度には、各都道府県における関係機関を連

携する人材をスーパーバイズできる人材育成プ

ログラムを完成させて実施し、プログラムの評

価及び修正を行う。 

 

IV. 重症心身障害児施設等における高度医療児

の短期入所の実態と課題に関する研究（岩崎） 

アンケート調査の対象は以下のとおりである。 

１）全国の小児科学会指導医のいる病院（以下小

児科病院）525 施設 

２）全国の重症心身障害施設（公法人立重症児施

設 125 施設、国立精神・神経医療研究センター

を含む国立病院機構重症心身障害病棟74施設）、

肢体不自由児施設 37 施設（重複している施設は

除く）を対象に、短期入所・入院受けいれの有無、

施設の体制や運営状況、短期入所受け入れの実

態、医療的ケア児の受け入れの実態（重症心身障

害以外の医療的ケア児についても）、またその課

題、実施していない施設には、今後の実施予定な

どについて、調査を行った。 

29 年度にはこれをベースに家族のニーズ調査を

行う。また、東京都において高度医療児短期入所

ネットワーク（仮称）をモデル的に立ち上げ、情

報共有、ニーズの把握、受け入れ調整などを図

る。30 年度には、29 年度の取り組みの評価を行

い、重症心身障害施設における高度な医療を必

要とする患者の受け入れに関しての提言を行う。 

 

V. 訪問看護を利用している小児の実数調査(大

田えりか) 

全国訪問看護事業協会の会員である訪問看護事

業所にFAXにてアンケート用紙を送付し、訪問看

護を利用している小児の実数を把握する。質問

項目は、小児、成人を含む訪問看護利用者数、医

療的ケア児の年齢別の数と医療的ケアの内容で

ある。 

 
D. 研究結果 

I「医療的ケア児数と資源把握」 

I-1,2,3,4 文科省データから、全国の 7～18
歳の医療的ケア児数は 9194 人前後と考えるの

が妥当と考えた。厚労省データによる 6 種類の

医療的ケア児数の中で文科省データと最も整合

性が取れていたのは、定義１の③「在宅自己注

射指導管理料を除く全ての在宅療養指導管理料

の算定件数を合計する方法」（推計 8801 人）で

あった。よって、この方法をもって医療的ケア

児数の算出方法とする。この方法によれば平成

27 年度の医療的ケア児数は 17209、人工呼吸

器患者数は 3069 となる。この方法に基づいて

平成 17 年度からの医療的ケア児数の推移を見

ると、増加傾向が見られた。平成 27 年度の医

療的ケア児数は人口 1万人あたり 1.35、0～19

歳人口 1万人あたり 7.82 と計算された。 

－ 6 －



平成 28 年度 医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究 
 

 

 

Ⅰ-5 平成 26 年度埼玉県調査では医療的ケ

ア児の実数は 702 名であり、平成 27 年度のニー

ズ調査では 408 名（56％）から回答を得た。そ

の内容を解析すると、医療的ケア児の 6 割が重

症心身障害児に相当した。 

重症心身障害児の群のほとんどが経管栄養を必

要とし、4割が人工呼吸器・気管切開を利用して

いた。知的障害は軽度だが身体障害が重い群も、

同様の傾向にあった。身体障害が軽度な群では、

知的障害が重度なほど経管栄養に依存していた

反面、知的障害と人工呼吸器・気管切開・在宅酸

素との間に関連はなかった。 

今後、都道府県で医療的ケア児の実数を把握

するためには、以下のプロセスが必要になる。 

① 平成27年度の医療的ケア児数は人口1万人

あたり 1.35 であることから、都道府県は自圏域

の医療的ケア児数の規模感を推計できる。 

② 次に、圏域内の医療機関に対して実数把握

のための一次調査を行う。対象となる医療機関

は小児科の標榜のある病院及び在宅療養支援診

療所であり、調査内容は 0～19 歳の在宅療養指

導管理料別の算定者リストである。これにより、

都道府県内の医療的ケア児の全体数を把握する

ことができる。 

③ そして、都道府県もしくはそれぞれの医療

機関から、患者に対して医療的ケアの内容や障

害の区分と重症度を把握するための二次調査を

行う。 

 この方法の問題点は、都道府県外の医療機関

を受診する「流出患者」の把握ができないことで

ある。これを解決するためには、全国の都道府県

で同時に一次調査を行い、その際に患者住所地

もデータ化し、流出患者の情報を近隣の都道府

県と共有することにより、把握可能となる。ま

た、患者に対する質問では重症児スコアを正確

に評価することができない。このため、非医療者

でも医療的ケアの程度を評価できる指標を考案

する必要がある。 

 I-6 全国の都道府県及び政令指定都市に対し

るアンケート調査の結果、少なくとも 21 都道府

県及び３政令指定都市が医療的ケア児を把握す

るための調査を行っていた。これらの地域での

調査の手法及び問題点については、今後解析す

る予定である。ただ、地域によってデータの開示

の程度に差があり、全てを一律に公開するわけ

にはいかない制約がある。 

 

II. 都道府県における医療・福祉・保健・教育

等の連携体制のあり方に関する調査と研究（前

田浩利） 

医療的ケア児支援のための医療・福祉・保健・

教育などの連携体制の構築は従来の医療政策、

障害福祉政策の枠を大幅に組み換える必要があ

るため、自立支援協議会などを連携のための検

討の場とすることは困難でありことが明らかと

なり、新しい仕組みを立ち上げた。 

研究 1： 世田谷区でのモデル事業 

国立成育医療研究センターや光明特別支援学校

や重症心身障害児施設あけぼの学園があり、障

害児施策に熱心な区である世田谷区と以下のよ

うなステップでモデル事業を開始した。 
２回にわたって世田谷区役所での担当者会議を

開催し医療連携推進協議会（障害者部会）を医

療、福祉、教育の連携のための会議として進める

9987
9967

8438
10413

13968

10702

14886
13585

15892
16575
17209

0

5000

10000

15000

20000

H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27

０～19歳医療的ケア児数

－ 7 －



平成 28 年度 医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究 
 

 

方向で合意し、その後 2 回にわたって医療連携

推進協議会（障害者部会）を開催した。 
医療連携推進会議の参加メンバーは、世田谷区

医師会、世田谷区歯科医師会、世田谷区薬剤師

会、国立成育医療研究センター総合診療部在宅

診療科医師、訪問看護ステーション、基幹相談支

援センター、通所施設、世田谷区保健福祉部長、

障害福祉担当部長、保健福祉部、障害施策推進課

長、障害者地域生活課長、世田谷総合支所、砧総

合支所、烏山総合支所、世田谷保健所、子ども若

者部、教育政策部となっている。平成 29 年度は

具体的な地域の医療的ケア児の直面する課題の

解決に向かって取り組む予定である。 
研究-2 ：松戸市でのモデル事業 

小児の基幹病院である松戸市立病院や松戸特別

支援学校があり、重症心身障害児者施設、東葛医

療福祉センター光陽園が隣接し、17 年間小児在

宅医療を行ってきたあおぞら診療所新松戸があ

る松戸市でのモデル事業は、まず医師会からの

強い支援の下で始まった。松戸市長と医師会の

定期懇談会で小児在宅医療推進の必要性をプレ

ゼンテーションして、医療的ケア児の連携会議

を作ることが決まった。数回の担当者との打ち

合わせを経て、連携会議は松戸市の自立支援協

議会とは別組織にすることになり、「松戸市医療

的ケア児の支援のための連携推進会議」という

名称になり以下のように開催された。 
2016 年 11 月 24 日 第 1 回松戸市医療的ケア

児の支援のための連携推進会議開催 
参加メンバーは、医療関係者として松戸市医師

会会長、松戸市歯科医師会会長、松戸市薬剤師会

副会長、松戸市立病院小児科副部長、訪問看護連

絡協議会会長、松戸市の医療的ケア児の在宅医

療機関として最大のあおぞら診療所新松戸の院

長として筆者、福祉から介護事業所が 3 か所、

児童発達支援事業所 1 か所、千葉県の独自事業

で県内外から高い評価を受けている知的、肢体

不自由、精神の 3 障害横断の 24 時間対応の中核

支援センター、基幹相談支援センターなどが参

加し、教育から松戸特別支援学校の校長、教育研

究所所長が参加した。松戸市から障害福祉課課、

障害福祉課、健康福祉政策課などが参加した。 
会議では、各団体、機関の医療的ケア児の支援に

関する取り組みの共有、医療的ケア児の支援に

関する地域の課題について話し合い、医療的ケ

ア児の実態調査を実施するという方向性につい

て合意された 
研究-3 ：在宅療養支援診療所に対するアンケー

ト調査結果 

 全国の在宅療養支援診療所 14319 か所に下記

のようなアンケートを送付した。 

【在宅療養支援診療所へのアンケート調査】 

質問事項（以下の項目に対して選択式で質問） 

Q1：小児の患者について訪問診療の相談又は依

頼を受けたことがありますか？ 

Q2：小児の患者を在宅で診療したことがありま

すか。 

Q.3：小児科領域の患者を今後在宅にて診療しよ

うと思われますか。 

Q.4：小児科領域の患者を診療するにあたりこれ

ならば診療できると思うものを 1 つお答えくだ

さい。 

今回の調査では5092か所の診療所から回答が寄

せられ、2009 年の同様調査よりも 3 倍以上の回

収率であった。更に小児の在宅医療の依頼を受

けたことがある診療所が 367から 1051と実数と

して 3 倍以上に増加していた。以下順次それぞ

れの質問に対する回答を 2009 年調査と 2016 年

調査を比較してグラフで表示した。 

図-１ 
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III. 相談支援専門員のスーパーバイザーに関

する研究（谷口由紀子, 大塚晃, 福岡寿) 

 

１．小児在宅医療の先進県での相談支援体制と

スーパ−バイザーの現状についての調査 
 平成 25、26 年の小児等在宅医療連携拠点事業

実施県のうち、先進的に県内で相談支援体制の

構築を行っている3つの自治体（以下A,B,C県）

にアンケートとインタビューを行った。 

 A 県と B 県は相談支援事業推進のための体制

整備を既に進めており、A、C 県は相談支援専門

員への研修に力を入れていた。 

 NICU からの在宅移行時の相談支援について

は、3 県とも担当する相談支援専門員の心理的

負担が強く、スーパーバイザーが必要であると

の一致した見解であった。研修に力を入れてい

たＣ県では、在宅医療児は個別性が高いため、人

材育成研修だけでなく、個々のケースの相談支

援に対するスーパーバイザーが求められていた。

スーパーバイザーは保健福祉圏域に 1 名程度は

必要であると考えた。スーパーバイザーに期待

される役割は、 

１）子どもおよび家族との関わり方に対する指

導・助言、２）医療知識の提供が挙げられた。 

 

２．8 地方区分の相談支援の現状と課題の把握 
１）東北・東海地域の自治体への調査 
 次に D 県、E 県に同様の調査を行ったが、両

県とも相談支援体制の整備がほとんどなされて

いないことが分かった。そこで、Ｅ県自治体職員

と小児在宅医療関係者を対象にＥ県の医療的ケ

ア児に関する意見交換会を開催した。 

意見交換会では、小児専門看護師から、小児在

宅医療患者は増加傾向であるが、介護保険のよ

うにケアマネジャーの役割を担う職種の不在が

課題であることが挙げられた。自治体職員から

は、医療的ケア児の家族から自治体窓口への相

談が多いこと、相談支援専門員の介入なく、セル

フプランで福祉サービスを活用している家族が

多いことが挙げられた。相談支援専門員協会に

確認したところ、E 県内では、医療的ケア児の相

談支援の経験を有する相談支援専門員は限定さ

れていることも分かった。そこで、相談支援専門

員のスーパーバイザーには、経験豊富な相談支

援専門員と看護師がペアで支援するような形態

が望ましく、行政が後方支援する体制作り、圏域

毎の医療の必要性に応じた多様な受け皿の整備、

事業所や職員への支援体制の構築が必要である

との結論になった。 
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２）地域の発達支援センターが中心となり、相

談支援事業を行っている中核都市（近畿地方Ｆ

市）の調査 
 発達支援センターの職員がアウトリーチをし

ている F 市において、障害児者の医療・生活支

援を中心的に行っている G 医師にインタビュー

を行った。地域の相談支援の中心となっている

G 医師は、中核病院からの在宅移行期から多職

種が介入して支援することが必要であると考え、

中核病院の小児科医師との関係性を構築してい

た。F 市では、発達支援センターが医療的ケア児

等への相談支援を実施できる拠点の役割を果た

しているように見受けられた。また、同市では、

自立支援協議会がスーパーバイザーとして困難

ケースに対する助言を行っていた。 

３）専門者会議の開催 

 8 地方区分の現状と課題についての意見交換

を目的に専門者会議を開催した。この中で１）現

行の福祉制度の課題、２）相談支援専門員の現

状、３）乏しい社会資源の根底にある課題、４）

社会資源の創出に必要なこと、５）スーパーバイ

ザーに求められる役割について以下のような議

論がなされた。 

・ 現行制度の課題 
  医療的ケア児は従来の障害児像と異なる。

現在障害児の様相は多様化してきているため

その概念を整理し、適切な支援セービスを提

供できるしくみが必要である。一方で医療福

祉資源は限られており、支援サービスの提供

や対応には限界がある。 

・ 相談支援専門員の現状 
  相談支援専門員の力量により患者の生活支

援が異なってしまう。医療福祉資源の偏在を

理解した上で、既存の社会資源から必要な支

援を創出できる人材が必要である。 

・ 乏しい社会資源の根底にある課題  
・ 県及び地域の自治体の課題 

自治体により重症児への関心の度合いが異

なっている。社会資源や多職種連携に必要な

情報を継続して把握し情報を提供できる機関

が設置されていない。在宅医療に関する協議

の場も不足している。自立支援協議会が形骸

化している 

・ 事業所の課題 
医療的ケア児数の増加に対して、利用出来

る社会資源が不足している。医療的ケア児を

預かる事業所の安全管理やニーズに対しての

支援体制も必要である。 

・ 社会資源の創出に必要なこと 
医療福祉資源の地域偏在を認識し、戦略的

に行政と社会資源を創出し、連携の仕組みづ

くりを行える人材が必要である。その人材に

ついては福祉・医療職のペアが望ましいと考

えられる。 

これらの議論から最終的にスーパーバイザーに

期待される役割として、次のような点が挙げら

れた。 

１） 県内の社会資源をモニタリングし，地域毎

の資源の偏在を理解した上で地域の特性を

生かした活動を行政と連携して行うことが

できる。 

２） 医療と福祉の双方の視点から、医療ケア児

の状態に合わせた地域の医療福祉資源の提

案ができる。 

スーパーバイザーに適した職種としては、地

域で活動する社会福祉士、訪問看護師、相談支援

専門員が挙げられた。 
 

IV. 重症心身障害児施設等における高度医療児

の短期入所の実態と課題に関する研究（岩崎） 

１小児科病院への調査 

１）一次調査  

全国の小児科学会研修指定施設 525 を対象に、

短期入所の実施の有無に関する一次調査を実施

し、390 施設から回答を得た（回答率 76.5%）。

結果は 

－ 10 －
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２）二次調査  

一次調査で回答のあった 390 施設に二次調査を

依頼し、254 施設から回答があった（回答率

65.1%）。 

254 施設中、短期入所・入院の実施ありの施設は

95 施設だった（実施率 37.4％）。 

①施設概要 

短期入所・入院の実施率では、社会福祉法人と医

療法人が高かった。地域別実施率では、関東、近

畿、九州沖縄で高かった。 

病棟種別では、混合病棟よりも小児科単独病棟

での、短期入所・入院実施が高かった。実施して

いるところでは、小児入院管理料の 1,2 が 3,4

に比べると高かった。実施施設では総ベッド数

2498（平均 28.1）実施しない施設では総ベッド

数 4750（平均 22.0）であった。看護体制では、

7：1 がほとんどで、10：1 と比較しても実施率

の差がなかった。受けいれ病床形態は空床を運

用する空床型が 77 施設、定床型が 17 施設であ

った。小児科医師数と短期入所・入院の実施率を

比較してみると、平均の小児科医師数は、実施施

設 9.0、実施なし施設では 9.1 と差がなかった。 

当直体制では実施率にあまり差がなく、救急時

対応では二次救急、三次救急の施設で実施率が

高かった。財政援助では、22 施設で公的な財政

援助があるとのことだった。 

②短期入所・入院の実態 

短期入所の定員は、合計で 178 名、1日の定員が

1-3 名がほとんどを占めていた（平均 2.3 名）。

医療ケアでは人工呼吸、気管切開とも、ほとんど

の施設で受け入れが可能だったが、重症心身障

害以外の対象者特に、多動・行動障害について

は、6割を超える施設で受け入れが不可能だった。

受け入れ実績は、実人数で 785 名（平均 10.9）、

延べ人数 4731 名（平均 65.7）、延べ日数 17944

日（平均 112.5）だった。このうち準・超重症児

の占める割合は、実人数では 9 割以上、延べ日

数でも 50%以上だった。 

短期入所・入院の理由は以下のとおりである。 

 

短期入所・入院中の活動では、半数以上が入浴可

能で、約半数で病棟の活動や、リハビリテーショ

ンを受けられていた。 

半数以上で短期入所・入院中に体調の変化があ

ると回答している。 

重症心身障害児(者)以外の高度医療的ケア児の

短期入所の受け入れは、15 施設であったと回答

し、疾患では脳性麻痺、奇形症候群、呼吸器・心

疾患、脳症、神経筋疾患などが多かった。年齢は

0-5 歳の低年齢に多い。医療的ケアは、気管切開、

吸引・吸入、人工呼吸器など呼吸関連のケアを要

する児が多かった。受けいれに伴う困難さは、動

くことのリスクが一番であった。 

短期入所・入院の受け入れの課題については、一

番多かったのが急な利用に応じられない、次に

動く重心児への対応、看護師不足、などであっ

た。 

 

短期入所・入院の実施方法 施設数

①障害者総合支援法に
基づく短期入所を実施

14施設(4%)

②いわゆる短期入院
またはレスパイト入院

124施設(32%)

③①ならびに②を実施 25施設(6%)

④実施していない
224施設(57%)

内43施設は予定あり

⑤不明 3施設(1%)
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地域での調整会議・支援会議は半数弱で実施さ

れていた。地域のニーズに応えられているかと

いう設問には、半数強で答えられていないとい

う回答であった。 

２ 療育施設への調査 

全国の重症心身障害施設 199 施設）、肢体不自由

児施設 37 施設を対象に調査を実施した。 

全体で、221 施設に送付し、160 施設から回答を

得た（回答率 73.1%）。 

１）施設概要 

回答のあった施設の運営形態は、国立病院機構

病院 51、社会福祉法人 86、公立 19、その他 3だ

った。短期入所はほとんどの施設で実施されて

おり、実施率は国立病院機構病院で、84.3%、公

法人立施設で 95.4%だった。 

その短期入所は、ほとんどが障害者総合支援法

に基づくものであった。短期入所受け入れ病棟

定床数は総計で 10274 床（平均：38.8 床）。入

院管理料は、ほとんどが障害者施設等入院基本

料で、一部が特殊疾患病棟入院料や、療養病棟

入院基本料であった。看護体制は、回答のあっ

た施設の約 60%が 10：1 で 24%が 7：1 であっ

た。医師数は、1施設あたり 8,3 名で小児科が

その半分強であった。 

財政援助は 23 施設で受けられていた。 

２）短期入所受け入れ実態 

短期入所の 1日の定員の合計は 916 名で、112 施

設で登録制があり、9442 名の登録があった。利

用条件では、年齢制限が約半数にあり、利用日数

の制限も約 1/3 にみられた。ケアの種類では人

工呼吸器が 73.4%で多くの施設で利用可能で、気

管切開は 93.8%とほとんど施設で可能であった。 

受け入れ実績は、実人数の総計が 7629 名で 1施

設あたり 53 名であった。延べ人数では、総計が

44900 名（1 施設あたり 311.8 名）、延べ日数で

は 168397 日（1 施設あたり 1153.4 日）であっ

た。受け入れ利用児(者)の 3 割強が準・超重症

児(者)であった。平均利用日数は 11.7 日であっ

た。人工呼吸器を必要とする利用児(者)は総数

で 809 名で、延べ人数 6557 名、気管切開は 1318

名、延べで 10730 名であった。年間の短期利用

の申込みは、37326 件で、その内受け入れが困難

でお断りしたケースが 4041 件と総数の 9.0%で、

その内呼吸器のケースが 534 件 13.2%であった。 

短期入所の理由は以下の通りである。 

 

 

短期入所中の活動は病院よりも多様であった。 

 

短期入所中の変化はたまにみられるが多かった。 

重症心身障害以外の高度医療的ケア児の短期入

所利用については、18 施設で受け入れがあり、

実人数 82 名、延べ人数 1050 名であった。疾患

別では、脳性麻痺、神経・筋疾患が多く、奇形

症候群、染色体異常、呼吸器・心疾患などであ

った。年齢は 11-30 歳に多かった。医療的ケア

は、吸引・吸入、気管切開、人工呼吸器、胃ろ

うなどであった。受け入れ困難な点は、動くこ

とでリスクが高い、医療的に重度の他に、1対

1での対応、要求に応えてあげられない、他児

への他害などがあった。受け入れの希望があれ

ば受け入れるという施設が 28 あった。 

３）短期入所受け入れの取り組みおよび地域の

現状 

予約時期は、いつでもという施設が 38、1 ヶ月

前が 40 施設、2ヶ月前が 45 施設、3ヶ月前が 13

短期入所中の
活動参加

施設数 ％

①病棟での活動参加 123 84.8
②リハビリテーション 56 38.6
③通所 42 29
④学校 58 40
⑤入浴 142 97.9
⑥その他 8 5.5
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施設であった。 

短期入所受け入れの課題は以下の通りである。 

 

地域での調整会議、支援会議は、約半数の地域で

実施されていた。一般病院でのレスパイト目的

の短期入院が必要と思われるかという問いには、

ほとんどの施設で思うと回答している。 

短期入所を実施していない施設では、その理由

として、医師・看護師不足、ベッドのやりくり、

地域のニーズがないなどであった。 

４）短期入所受け入れ実績と、関連要因 

短期入所受け入れ実績（利用延べ日数）と、医療

体制では、看護体制、小児科医師数、当直体制、

医療入院必要時の対応との関連をみた。看護体

制では、7：1 と一番手厚い看護体制での受け入

れが延べ日数も多く、また超＋準超重症児とい

う医療的に重度な利用児(者)も多く受け入れて

いた。その次が 10：1 でそれ以外に比較すると

大きく差があった。小児科医師数では、医師数の

増加に伴い、準・超重症児(者)の利用が増加して

いる。当直体制では、全て自施設の担当科の医師

が当直できている施設では、そうでない施設の

倍以上、超＋準超重症児(者)の利用が多かった。

医療入院必要時の対応では、同じ病院で医療入

院に切り替えられる施設で、重度の方達の利用

が多かった。 

何らかの地域連携がある施設で超＋準超重症児

(者)の利用が多かった。また自治体などからの

財政援助がある施設は無い施設に比較して超＋

準超重症児(者)の利用が多かった。 

 

V. 訪問看護を利用している小児の実数調査(大

田えりか) 

今後アンケート用紙を配布し、回収されたアン

ケート内容を分析する予定である。 

 

 

E.考察 

I. 医療的ケア児数と資源調査 

 文部科学省の調査結果と整合性のとれる医

療的ケア児を定義すると、「在宅自己注射を除

く全ての在宅療養指導管理料を算定する 0～19

歳の患者」の数をもって医療的ケア児数と定義

するのが最も妥当であり、平成 27 年度は 17209

人であった。この方法により対人口あたりの医

療的ケア児数の目安が得られる（人口 1万人あ

たり 1.35）。ここからさらに、実際の医療的ケ

ア児の実態を把握することが必要である。この

際、重症児スコアよりも簡便な医療的ケアの程

度を測る指標があったほうが良い。 

地域での医療的ケア児の実態把握のために

は、都道府県内の対象となる全ての医療機関に

対して一次調査を実施し、さらにそこから得ら

れた患者リストに対して二次調査を実施すると

いう、複雑なプロセスが必要となる。調査対象

となる医療機関のうち、病院に対しては都道府

県から調査を行うのが良いが、在宅療養支援診

療所に対しては都道府県医師会から調査を行う

のが良いと思われる。なぜならば、医師会は圏

域内の在宅療養支援診療所の診療実態をよく知

るからである。 

都道府県外の流出患者を把握するためには、

患者の住所地情報も得た上で、近隣の都道府県

と情報交換を行う必要がある。 

全国では 21 都道府県及び 3政令指定都市に

おいて医療的ケア児を把握する調査を行った経

験があるが、その手法は様々であり、全ての患

者を把握しているわけではない。また、各地域

の同意を得ずにその情報を開示することはでき

ない。 
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以上より、地域での医療的ケア児の実態を把

握するためには、今後は都道府県内で悉皆かつ

簡便に実施できる調査手法を開発し、全国で共

有できるようにしなければならない。厚労省保

険局が持つ NDB データがよりオープンになれば

医療的ケア児数の地域別の算出が可能になるこ

とから、今後 NDB データの開示請求について検

討してみる価値はある。これらの取り組みによ

り、地方自治体は自圏域における医療的ケア児

の実態を把握し、より有効な支援につなげるこ

とができる。 

 

II. 医療・福祉・教育の連携のモデル事業 

 世田谷区と松戸市の取り組みから、医療的ケ

ア児支援のための医療・福祉・保健・教育の連

携の場作りに関しては、まず行政の中で中核と

なって取り組む部署を明確することが必要で障

害福祉部課か児童家庭課が適切と考えられた。

連携のための協議の場は新規に立ち上げる必要

があった。それは、小児在宅医療に関わる医

療・福祉の関係者は高齢者とは異なっており、

教育の視点からも関与する職種が大幅に多いか

らである。医療的ケア児は、病院で発生し、常

に医療をベースとして必要としながら、生活の

ための福祉支援、更に成長のために教育の支援

が必要になる。この概念の理解が連携支援会議

の前提として重要である。 

 全国の在宅療養診療所に対するアンケート調

査からは９年前の調査に比較して、小児在宅医

療に関わる施設は約３倍に増加していたが、小

児在宅医療ができない理由として「紹介が無

い」ということを挙げている診療所が多く、ま

だまだ病院側で地域資源の開拓を進めていく余

地が相当にあると考えられた。 

 

III.相談支援専門員のスーパーバイザーの養成 

 相談支援専門員のスーパーバイザーには、ア

ドバイスとコンサルテーションを行うことが求

められる。 

1) アドバイス 

アドバイスとは、経験の少ない地域のコーディ

ネータに対する指導・助言である。医療的ケア

児の支援は医療・福祉・保健・教育の連携が必

須であるため、アドバイザーは多職種のチーム

で保健福祉圏域毎に配置されることが望まし

い。 

2) コンサルテーション 

コンサルテーション とは、都道府県内の社会

資源の格差の是正（小児在宅医療地域診断）や

地域に必要な社会資源を創出するために福祉事

業所等への指導、助言（事業所の査定）を行う

ことである。 

 スーパーバイザーとして期待される職種には

在宅移行支援の経験のある看護師や保健師、Ｍ

ＳＷ・相談支援専門員が挙げられる。スーパー

バイザーが、アドバイスとコンサルテーション

を行う役割を果たすためには、行政の後方支

援、スーパーバイザーの立場の保障と活動費の

担保が必要である。 

 次年度は、この役割を担うために必要な能力

を備えたスーパーバイザーを養成するための教

育・研修プログラムを作成し、その効果を評価

する。 

 

IV.短期入所 

 全国の小児科研修指定施設に対する調査では、

短期入所・短期入院は、41.6%の施設で実施され

ているとの結果であった。これは、2014 年の森

らの調査の 38%よりわずかではあるが増加して

いる結果であった。病院での短期入所・入院の必

要性については、病院からも、療育施設からも必

要であるとの回答が多い。しかし病院ではサー

ビス給付費が医療診療報酬に比較して低い障害

者総合支援法を活用した短期入所は少ない。実

施施設では、小児入院料管理料の 1-2 が多く、

小児科医師数の増加にある程度までは実施率が

上がっていた。しかし小児科医師数が 12 名以上

だと帰って実施率が下がっており、大学病院や
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専門病院など専門性のはっきりした大規模の施

設での実施がされていないことが原因かと思わ

れた。 

 これに対して、療育施設では看護体制や小児

科医師数、自科での当直体制や同施設での医療

入院の対応などと短期入所の実施率が相関して

おり、重度な方達の受け入れにはしっかりした

医療的な基盤が必要であることがわかった。そ

うした施設では超重症児や、人工呼吸器装着児

の受け入れの数が明らかに多い傾向が認められ

た。 

短期入所中の体調変化は、けっして少ないもの

ではないので、多くの施設が、事前の情報収集、

病棟見学、段階的な受け入れ等の工夫を行って

いる。それでも体調変化を経験している施設が

多いため、施設での医療的な体制の強化が望ま

れる。 

また準・超重症児と呼ばれる医療的に重度な利

用児(者)の受け入れ実績には地域での調整会議

や、支援会議、自治体からの財政援助などが大き

く関わっており、これは、受け容れ実績の地域格

差にも関与していると考えられた。 

 今回新たに明らかになったことは病院でも療

育施設でも短期入所で対応が難しい症例として

多動・行動障害いわゆる“動く重心児”をあげて

おり、小児在宅医療推進においての大きな課題

になると考えられる。 

 

F. 結語 

 医療的ケア児数は人口 1万人あたり 1.35 が

目安となる。その実態を把握するためには、都

道府県から医療機関を対象とした一次調査を行

い、さらに患者に対して実態把握のための二次

調査を行う必要がある。また重症児スコアより

も簡便な医療的ケアの程度を測る指標を開発し

たほうが良い。この調査は全国で同様の手法で

同時に行うことが理想的であり、そうすれば流

出患者に関する情報を近隣の都道府県に提供す

ることができる。NDB の詳細なデータの開示請

求を試みる価値はある。今後は都道府県の担当

者と協議し、確実で簡便な調査手法の開発を進

めていくこととする。このことにより、地方自

治体は自圏域における医療的ケア児の実態を把

握し、より有効な支援につなげることができ

る。 

在宅での医療的ケア児は、各種のどの定義や

調査方法に従っても明らかに急増の傾向を示し

ている。それに対して、今回の研究によれば、

小児在宅医療支援に必要な要因のうち、在宅療

養診療所医師の受け入れ体制や関心は９年前の

調査に比較して明らかに拡大しているものの、

短期入所・入院の実施施設は以前の調査に比較

して、比較的医師・看護師スタッフに恵まれた

小児科学会研修指定病院では微増していたもの

の、療育施設では変化がなかった。これは在宅

医療ケア児の重度化と“動く”高度医療的ケア

児の増加を反映しているものと考えられた。こ

うした新しい障害概念である医療的ケア児を支

える連携体制の構築のためには、個々の医療機

関や福祉施設だけでの自助努力だけでは不十分

で、行政が従来の役割分担を超えて、医療部

門、福祉部門、地域の基幹病院、教育委員が協

議する場を用意する必要がある。さらには行政

も県、市区町村まで含めた連携を行う必要があ

り、担当者の意識改革が必須であると同時に従

来になかった医師と行政の連携、協働も必須と

なることがわかった。28 年度は世田谷と松戸市

でそれぞれ行政と一体となって「医療的ケア児

の支援のための連携推進会議」を立ち上げたの

で、平成 29 年度は具体的な地域の医療的ケア

児の直面する課題の解決に向かって取り組む予

定である。 
その際の橋渡し役を期待されている相談支援

専門員のスーパーバイザーは個々の相談支援専

門員へのアドバイス機能と事業者だけで無く行

政関連部署に対するコンサルテーション機能を

有する必要があることが明らかとなった。スー

パーバイザーとして必要な能力は、1)行政と連
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携する力、2)地域診断力、3)事業所を査定する

力、4)チームを作り、5)議論を集約できる力、

6)関わる人を元気づける力であった。このこと

から次年度の研究では、2つの能力を高めるた

めの研修を計画し、自治体等へ受講生の募集案

内を行いその効果を評価する予定である。 
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